
権利関係⑧－１ 「連帯債務・連帯債権」

⒈ 連帯債務とは？

⒉ 連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯

債務者に対する影響は？

⒊ 連帯債権とは

⒋ 連帯債権の絶対効



⒈ 連帯債務とは

①債権者が、複数の債務者の一人または全員に対
して、同時に又は順次に債務の全部または一部
の履行を請求できるような債務

②各連帯債務者の負担部分は、相互間の特約で
定める。特約がない場合は平等と推定

③他の連帯債務者の負担部分まで負担した連帯
債務者は、それぞれが負担する部分について、求
償できる

権利⑧-1



⒉ 連帯債務者の一人に生じた事由が他の連帯

債務者に対する影響は？

原則：相対的効力(相対効)

 他の連帯債務者に影響しない

例外：絶対的効力(絶対効)

 次の４つの事由のいずれかが連帯債務者の
 一人に生じると、他の連帯債務者も影響を
 受ける

①弁済 ②相殺 ③混同 ④更改
権利⑧-1



⒊ 連帯債権とは

連帯債務の債権者と債務者を逆にすれば、連帯
債権となり、考え方も同様である。

連帯債権とは、数人の債権者が、同一内容の可
分の給付について、各債権者がそれぞれ、債務者
に対して全部または一部の履行をすべきことを請求
でき、また、債務者は、そのうちの一人に対して給付
(弁済)すれば、他の債権者の債権も消滅する多数
当事者の債権をいう。

権利⑧-1



⒋ 連帯債権の絶対効

次の６つの事由のいずれかが連帯債権者の一人
  に生じると、他の連帯債権者も影響を受ける

①弁済

②更改

③混同

④相殺

⑤請求

⑥免除
権利⑧-1

連帯債権・連帯債務共通の絶対効

連帯債権のみの絶対効



連帯債務と連帯債権

連帯債務 連帯債権

権利⑧-1

債権者
Ａ

債務者
Ｄ

連帯債務者Ｂ

連帯債務者Ｃ

連帯債務者Ｄ

連帯債権者Ａ

連帯債権者Ｂ

連帯債権者Ｃ

内
部
負
担
あ
り

内
部
負
担
あ
り

債権は１つだが内部で複数に
に分かれ、債務は単数

債権は１つ、債務も１つで
内部で複数に分かれる

連帯債務者絶対効
弁済・相殺・更改・混同

連帯債権者絶対効
弁済・相殺・更改・混同・請求・免除
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